
質
問
一

市
有
地
に
建
つ
施
設
の
土
地

使
用
料
は
年
間
い
く
ら
か
。

二

移
動
市
長
室
（
高
倉
第
二
地
区
）

で
の
施
設
の
質
問
と
回
答
は
。

三

廃
止
と
な
っ
た
場
合
の
跡
地
利
用

に
つ
い
て
。

四

ふ
ろ
い
で
の
運
営
終
了
時
期
は
。

五

指
定
管
理
者
と
の
契
約
で
中
途
解

約
の
条
件
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

高
倉
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
と
職
員
駐
車
場
で
年
額
約
８
９

４
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

二

稼
動
年
限
内
に
次
期
候
補
地
を
選

定
し
、
更
新
施
設
を
建
設
す
る
べ
き
と

の
意
見
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
協

議
書
を
対
策
協
議
会
に
提
出
し
、
期
間

延
長
に
ご
理
解
を
い
た
だ
い
た
こ
と
。

ま
た
、
更
新
施
設
は
鳩
山
町
内
の
建
設

を
前
提
に
、
建
設
検
討
委
員
会
を
立
ち

上
げ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
市
長
が
管

理
者
で
も
あ
る
た
め
回
答
し
た
。

三

具
体
的
な
計
画
は
な
い
。

四

今
後
も
指
定
管
理
者
と
創
意
工
夫

を
図
り
、
市
民
の
交
流
の
場
と
し
て
基

本
協
定
に
基
づ
き
運
営
し
て
い
く
。

五

条
例
に
基
づ
く
基
本
協
定
書
を
締

結
し
て
い
る
が
、
規
定
に
違
反
し
た
と

き
、
市
の
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合

な
ど
に
、
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り

消
す
こ
と
な
ど
が
で
き
る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

増
加
す
る
遊
休
農

地
の
対
策
に
つ
い
て

質
問
一

市
民
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
の

件
数
と
そ
の
内
容
は
。

二

現
存
す
る
紙
台
帳
か
ら
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
に
デ
ー
タ
を
移
行
し
た
の
は
い

つ
か
。

三

保
存
義
務
が
な
く
な
り
、
廃
棄
さ

れ
た
台
帳
の
法
令
根
拠
は
何
か
。

四

年
金
特
別
便
の
送
達
に
あ
わ
せ
相

談
窓
口
の
開
設
は
。

五

国
民
年
金
基
金
の
取
扱
い
は
。

答
弁
一
（
市
長
）

１
日
平
均
３０
件
程

度
あ
る
。
内
容
は
、
年
金
受
給
に
関
す

る
こ
と
や
手
続
き
に
関
す
る
こ
と
な
ど

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

二

昭
和
６１
年
か
ら
移
行
を
開
始
し
、

平
成
２
年
ま
で
紙
台
帳
と
並
行
し
て
管

理
し
て
い
た
。

三

平
成
１４
年
３
月
以
前
の
国
民
年
金

市
町
村
事
務
処
理
基
準
第
３
条
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
き
管
理
し
て
い
た
。
現

存
す
る
名
簿
は
適
正
に
保
管
し
、
年
金

記
録
問
題
の
解
決
に
生
か
し
て
い
く
。

四

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
に
掲

載
し
、
周
知
に
努
め
る
と
と
も
に
、
社

会
保
険
事
務
所
と
連
携
を
図
っ
て
い
く
。

五

運
営
は
公
的
な
法
人
で
あ
る
各
国

民
年
金
基
金
が
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
市
で
は
チ
ラ
シ
を
窓
口
に
置
い
て
い

る
。

◎
そ
の
他
の
質
問

一

い
じ
め
を
な
く
す
た
め
に

二

市
の
財
政
は
不
健
全
か
？

廃止が迫る高倉ゴミ焼却施設は

次期更新施設の建設を促進

滑川 光彌 議員

市
も
責
任
が
あ
る
国
民
年
金
記
録
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被
保
険
者
の
側
に
立
ち
対
応
す
る
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